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会社分割（簡易新設分割）に関する基本方針決定のお知らせ 

 
当社は、本日開催の取締役会において当社のペロブスカイト太陽電池事業（以下「本事業」）を

会社分割（簡易新設分割）により新設会社に承継させることを基本方針として決議いたしました

のでお知らせします。 

 

１．会社分割の目的 

 

当社は、2024年 8月 7日付「新たな事業の開始に関するお知らせ」で開示しましたとおり、事

業開始時期を 2025年 2月（予定）として、本事業を開始する旨をお知らせしておりました。 

 

その後、2025年 10月 17日付「新株式発行及び新株予約権（第３回・第４回）発行による調達

資金の資金使途及び支出予定時期の変更並びにペロブスカイト太陽電池事業の進捗に関するお知

らせ」で開示しましたとおり、当初計画していた資金調達が完了せず、ペロブスカイト太陽電池

の量産に必要な設備導入及び電気設備等のインフラ設備の改修工事が未了であることから、量産

開始時期が見通せない状態が続いておりました。 

 

そこで今般、本事業を迅速に立ち上げるべく、会社分割により本事業を子会社に移管し、ペロブ

スカイト太陽電池事業に対して投資意向のある他企業との資本提携により、本事業に必要な資金

を当該子会社にて調達するために、本事業を会社分割（簡易新設分割）により新設会社に承継さ

せる基本方針を決定いたしました。 

 
２．会社分割の要旨 

（１）会社分割の日程 

 
基本方針承認の取締役会決議日 2025年 11月 17日 

新設分割承認の取締役会決議日（予定） 2025年 12月 5日 

新設分割の効力発生日（予定） 2025年 12月 15日 

 
（２）会社分割の方式 

当社を分割会社とし、新設会社を本事業の承継会社とする簡易新設分割により、株主総会の承認

を得ることなく行います。 

 
（３）会社概要（予定） 

社名：未定 

代表取締役社長：渡邉敏行 

取締役：未定 

会社分割により増減する資本金；未定 

承継会社が承継する権利義務：未定 

債務履行の見込み：本新設分割において、当社および新設会社分割にて設立する会社が負担すべ

き債務の履行見込みには問題ないものと判断しております。なお、本新設分割に伴う債務の承継

を行う場合は、重畳的に債務を負担する方法によります。 

 

会 社 名 株式会社倉元製作所 

代表者名 代表取締役社長 渡邉敏行 

（コード番号 5216 東証スタンダード） 

問合せ先 取締役 小峰 衛 

電話番号 0228‐32‐5111 



 

 

 

株主：当初、当社 100％。新設会社による子会社の設立後に、当該子会社が第三者割当増資等に

より本事業に必要な資金を調達する予定ですが、資金調達の調達時期、金額、割当先等は未定で

す。また、第三者割当増資後の持ち株比率につきましては、当社が過半数を維持する予定です。 

 

なお、このお知らせは本事業の新設分割に関する基本方針をお伝えするものであり、詳細につい

ては確定次第速やかにお知らせいたします。 

  

３．今後の見通し 

本件による 2025年 12月期業績への影響は軽微であります。今後開示すべき事項が生じた場合に

は速やかにお知らせいたします。 

以 上 

 


